
関原二 

関原一 
梅田四 

梅田三 
梅田一 

足立四 

足立一 

足立三 

足立二 

梅田六 

梅田二 

西新井 
栄町一 

梅田七 

西新井 
栄町二 

梅田八 

関原三 

梅田五 

興野一 

西新井 
栄町三 

本木一 

本木二 

本木 
南町 

本木 
東町 

西新井 
本町五 

本木 
北町 

本木 
西町 

西新井 
本町一 

西新井 
本町四 

興野二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千住元町 

千住大川町 

千住 
寿町 

千住仲町 

千住一 

千住二 

千住四 

柳原二 

柳原一 

千住 
龍田町 

千住 
中居町 

千住三 

千住東一 

千住東二 
牛田駅 

千住 
柳町 

千住五 

北千住駅 

千住旭町 

梅島駅 

西新井駅 

小菅駅 

五反野駅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「新たな防火規制」指定区域 
※   は今回指定以前からの施行区域 

 
「不燃化特区」H27 年度開始地区 

※   は H26 年度開始区域 

 「建替えルール」適用区域 

 【建替えルール区域外】 

不燃化特区：令和３年４月 1 日追加区域 

新たな防火規制：令和５年６月１日施行区域 

足立区中南部一帯地区で

は、全域を「新たな防火規制」

区域に拡大指定しました。 

準防火地域の規制を強化

し、建替えなどを行う場合、

新たな建築物は「準耐火建築

物」、「耐火建築物」等以上で

建てていただくことになり

ます。 

 

当地区は、環七以南に広がる木造住宅密集市街地で、都の防災都市づくり推進計画 

の整備地域として、これまでも防災まちづくりに取組んできました。 

しかし、都の地震に関する地域危険度測定調査結果を踏まえると、依然、危険度の 

高い町丁目が分布しています。 

■これまでの経緯 
平成２６年 12月 ・新たな建替えルール案の説明会（12/5～12/22に９回開催） 

平成 27年 4月１日 ・不燃化特区の指定［約 645.4ha］（平成 32年度までの期間限定） 

平成 27年 5月 ・新たな建替えルール案の説明会（5/11～5/29に 13回開催） 

平成 27年 10月 １日 ・新たな防火規制区域の告示 

平成 27年 12月 17日 
・新たな防火規制の施行［657.7ha］ 
・形態規制の緩和に係る都市計画変更の告示・施行 

平成 28年 ３月 25日 
・「千住旭町地区地区計画」及び「西新井駅西口周辺地区防災街区整備地区計画」
の一部（裏面中央の区域図参照）において建築条例が改正され、容積率の 
低減係数の緩和が適用 

令和 3年 ４月 １日 ・不燃化特区の区域拡充［約 646.2ha］（令和 7年度まで延伸） 

令和 5年 6月 1日 ・拡充した区域を新たな防火規制の区域に編入※建替えルール区域外 

 

「新たな防火規制」の導入を受けて、

住宅密集地で建替えがしやすくなる

ように、形態規制を緩和しました。 

１）形態規制の緩和（裏面参照） 

◆建ぺい率の緩和 

◆容積率の低減係数の緩和 

◆道路斜線制限の緩和 

これらの形態規制緩和により、従来

と比べ、狭い敷地でも建替えがしやす

くなります。 

■建替えをしやすくするため形態規制を緩和 

■区域図（足立区中南部一帯地区） 

 

■足立区中南部一帯地区は震災時の甚大な被害が想定される木造住宅密集地域 

■「新たな防火規制」（都建築安全条例に基づくルール）を導入 

２）不燃化特区内の都税の減免 

平成 27年 4月 1日より足立区中南

部一帯地区の全域が「不燃化特区」に

指定されました。 

これにより、「燃えにくい建物に建替

えた住宅」、「老朽住宅を取り壊した後

の空地」に対して、要件を満たすと固

定資産税・都市計画税（都税）の減免

が受けられます。 

 

現状の
準防火地域

4階以上
3階

準耐火建築物
耐火建築物

2階 木造又は木造防火
構造の建築物1階

500㎡ 1500㎡ 延べ面積

新たな
防火規制区域

4階以上

3階

準耐火建築物等
耐火建築物

2階
1階

500㎡ 1500㎡ 延べ面積

新たな建替えルールでは、原則として全ての建築物は
準耐火建築物等以上とする規制を適用します。

に強い家に建替え 
足立区中南部一帯地区における 

「建替えルール（形態制限の緩和）」について 平成 2８年３月作成 

令和６年４月更新 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

問い合わせ先 

適用されるかは・・・区役所 都市建設部 開発指導課 用途照会係 
制限に関しては・・・区役所 建築審査課 審査第一・第二係 

☎０３－３８８０－５９４３ 
☎０３－３８８０－５２７６ 

都税の減免については ・・・・・・・足立都税事務所 固定資産税課 固定資産税係 ☎０３－５８８８－６２１１ 

 

【建替えルール（形態規制の緩和）について】 

 

■建ぺい率８０％に変更する区域

足立区中南部一帯地区

建ぺい率80％に変更する
区域

建ぺい率80％の既指定区域

建ぺい率60％のままとなる
区域(一中高、工業等)

建ぺい率とは、「敷地面積のうち、建物がおおっている
面積（建築面積）の割合」を表すルールのことです。

建ぺい率の緩和
により、敷地を
有効利用できる
ようになります。

【建ぺい率60％】

例：敷地面積１００㎡の場合

建築面積

60㎡まで

建てられます。

【建ぺい率80％】

建築面積

80㎡まで

建てられます。

新たな建替えルールでは、建ぺい率を８０％
に変更します。

■建ぺい率について

建ぺい率
８０％
に変更

容積率とは、「敷地面積の何倍の床面積を建てられる
か」を表すルールのことです。
前面道路幅員12ｍ未満の敷地は、幅員に係数を乗じた容積率に低減されます。

【現在】
幅員4m×係数0.4×100＝160％

例：指定容積率が３００％、前面道路幅員が４ｍの場合

新たな建替えルールでは、容積率の低減
係数を０．６に変更します。

■容積率の低減係数について

容積率低減係数
が０．６になれば、
３階建以上も建て
やすくなります。

【建替え時】
幅員4m×係数0.6×100＝240％

係数０．６
に変更

容積率

１６０％

容積率

２４０％

道路斜線制限とは、「前面道路側の建物の高さや形態
を斜線勾配で規制する」ルールのことです。

【現在】
（勾配１．２５）

新たな建替えルールでは、道路斜線制限の
勾配を１．５に変更します。

■道路斜線制限の勾配について

道路斜線制限の勾配
１．２５では、２階以上の
高さが制限されやすい
ですが、勾配１．５では
３階建以上も建てやすく
なります。

【建替え時】
（勾配１．５）

勾配
１．５に変更

１．２５

１
１．５

１

道路

２階

1階
道路

２階

1階

３階

例：前面道路幅員が４ｍの場合

■道路斜線制限の勾配１．５に変更する区域

足立区中南部一帯地区

道路斜線制限の勾配１．５に
変更する区域

道路斜線制限の勾配１．５の
既指定区域

道路斜線制限の勾配１．２５
のままとなる区域(一中高等)

■容積率の低減係数０．６に変更する区域

足立区中南部一帯地区

容積率の低減係数０．６に
変更する区域

上記のうち、緩和の適用を
Ｈ28.3頃から予定する区域

容積率の低減係数０．６の
既指定区域

容積率の低減係数０．４の
ままとなる区域

■ 建ぺい率の変更区域 ■ 容積率の低減係数の変更区域 ■ 道路斜線制限の勾配の変更区域 

H28.3.25 から変更する区域 

   

［約 378.6ha］ 

［約 131.0ha］ 

［約 102.8ha］ 

建ぺい率を８０％に変更しました。 
 

容積率の低減係数を０．６に変更しました。 
 

道路斜線制限の勾配※を１．５に変更しまし

た。 
 

について       

※適用距離も変更になります 

 

の変更区域       

※適用距離も変更になります 

 

※ 

 

※適用距離も変更になります 

 

※適用距離の変更はありません 

 
※適用距離の変更はありません 

 

建替えルールが 


